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「介護予防・日常生活支援総合事業に係るＱ＆Ａ」 の送付について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

昨年度より各市町村において順次実施されております介護予防・日常生活支援総合事業（以

下、総合事業） につきましては、 昨年８月 ２５日付（介６１）「「介護予防・日常生活支援総合事

業ガイ ドライン」 についてのＱ＆Ａ【平成２７年８月１９日版】の送付について」等にてご連絡

させていただいているところです。

今般、 厚生労働省老健局より総合事業に係るＱ＆Ａ（平成２８年４月１８日版） が発出され、

本会宛に情報提供がありましたのでご連絡申し上げます。

今般のＱ＆Ａには旧介護予防通所介護・訪問介護から総合事業に移行された際の、介護職員

処遇改善加算や事業所評価加算に関する取扱い等が示されております。

　

なお、 今般のＱ＆Ａにつきましては、 本会ホームページ・メンバーズルーム 「介護保険」

（ｈｔｔｐ：／／ｗ間．ｍｅｄ．ｏｒ，ｊｐ／ｊａｐａｎｅｓｅ／ｍｅｍｂｅｒｓ／ｋａｉｇｏ／ｙｏｂｏｕ／） にも掲載いたしますので、 ご活

用いただければ幸いです。

　

つきましては、 貴会におかれましてもご了知いただき、 貴会傘下の地区医師会への周知方

　

よろしくご高配のほどお願い申し上げます。

（添付資料）

・介護予防・日常生活支援総合事業に係るＱ＆Ａ【平成２８年４月１８日版】

　

（厚生労働省老健局）



介護予防・日常生活支援総合事業に
係るＱ＆Ａ

　　

【平成２８年４月１８日版】



介護予防・日常生活支援総合事業に係るＱ＆Ａ

（答）

１

　

みなし指定の事業者以外の指定事業者については、次のとおりとする。

　

（１） 訪問型サービス又は通所型サービスのみの指定事業者については、「介護職員処遇改善

　　

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（平成２７年３

　　

月３１日老発０３３１第３４号厚生労働省老健局長）」 に準じて市町村に届け出るものと

　　

す る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

（２） 介護給付と訪問型サービス又は通所型サービスを一体的に実施している場合は、「介護

　　

職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

　　　

（平成２７年３月３１日老発０３３１第３４号厚生労働省老健局長）」 に準じて、介護給

　　

付の介護職員処遇改善加算の届出先が都道府県である場合は、都道府県へ届出を行うとと

　　

もに、当該届出の写しを市町村へ届け出ることとする。（届出先が市町村である場合は、

　　

市町村へ届出を行うのみでよい。）

※

　

みなし指定の事業者については、既に示しているとおり、介護予防訪問介護又は介護

予防通所介護の介護職員処遇改善加算に関する届出が都道府県又は政令指定都市・中核

市に行われ、別紙等が添付されている場合は、市町村への届出及び別紙等の添付は不要

としている。

（参考）「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に

問１・介護予防・日常生活支援総合事業における１日介護予防訪問介護に相当するサービス又

　

は旧介護予防通所介護に相当するサービスの加算については、旧介護予防訪問介護又は

　

旧介護予防通所介護の例によることとされているが、介護職員処遇改善加算の届出につ

　

いての取扱い如何。 また、 緩和した基準によるサービスについてはどうか。



関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護

予防支援の要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費

用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額

の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等にお

ける留意点について（平成１２年３月８日老企第４１号厚生省老人保健福祉局企画課

長通知）」第６

２

　

なお、 緩和した基準によるサービス （訪問型サービスＡ、 通所型サービスＡ） については、

市町村の定める取扱いにより、 市町村へ届け出る。

担当：老健局振興課地域包括ケア推進係（内線３９８２・３９８６）

　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　

担当：老健局老人側陸課法令係 （内線３９４８・３９４９）



問２

　

介護予防・日常生活支援総合事業における旧介護予防通所介護に相当するサ÷ビスの加

　

算については、旧介護予防通所介護の例によることとされているが、事業所評価加算の取

　

扱い如何。 また、緩和した基準によるサービスについてはどうか。

（答）

　　　　　　　　　　　　　　

，

１

　

加算の届出については次のとおりとする。

（１）みなし指定の事業者は、平成２７年３月以前に都道府県へ届出を行っている場合は、改

　

めて市町村へ届出を行う必要はない。

（２）みなし指定の事業者が平成２７年４月以降に届出を行う場合及びみなし指定の事業者以

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　

外の指定事業者における事業所評価加算の届出は、「事業所評価加算に関する基本的考え方

　

並びに事務処理手順及び様式例の提示について （平成１８年９月１１日老振発第０９１１

　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〆

　

０．０１号・老老発第０９１１００１号厚生労働省老健局振興課長・老人報陸課長）」 に準じ

　

て市町村に届け出る。

２

　

総合事業移行後の事業所評価加算の取扱いは次のとおりとする。

（１）平成２７年度から総合事業へ移行したみなし指定の事業者は、移行前の平成２６年１月

　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

１日から平成２６年１２月３１日の期間において事業所評価加算の算定式を満たしていれ

　

ば、移行当年度の平成２７年度におし、ては事業所評価加算の算定が河÷能である。（平成２８

　

年度、平成２９年度に総合事業へ移行する場合も同様。）

（２）また、平成２７年度から総合事業へ移行したみなし指定の事業者（旧介護予防通所介護

　

に相当するサービスの新規指定の事業者を含む）が、翌年度の平成２８年度に事業所評価

　

加算を算定するためには、「事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について（平

　

成１８年９月１１日老振発第０９１１００１号厚生労働省老健局振興課長・老人側鰹課長）」

　

の４（４）①及ｔＡ②に準じて評価基準値の算出等を行うこととするが、以下の①及び②の

　

算定式を満たす必要がある。



①

　

選択的サービスの受給者割合の算出

　　　　　

評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

≧０
．６

　　　　

評価対象期間内に介護予防通所介護を利用した者の数

　　

（注１）利用した者の数はみなし指定を受けた通所型サービスの利用者数も含む。

②

　

評価基準値の算出

要支援状態区分の維持者数（Ａ）＋改善者数（Ｂ）×２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

≧０．
７

　　

評価対象期間内に運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サ

　　

ービスを３月以上利用し、 その後に更新・変更認定を受けた者の数 （Ｃ）

　　　

（注２） 維持者数 （Ａ） には、要支援状態区分の維持者のほか、 以下も含めて計算する。

　　　

．

　

・要支援１・２が更新により、基本チェックリスト該当者 （以下「事業対象者」と

　　　　　　

いう。） となった場合

　　　　　

・事業対象者が継続して事業対象者である場合

　　　

（注３） 改善者数 （Ｂ） には要支援状態区分の改善のほか、 事業対象者から介護予防・、生

　　　　　　

活支援サービス事業の対象外となった場合（ただし、要介護者になった者は除く。）

　　

（注４）更新・変更認淀を受けた者の数（Ｃ）には、要支援認定の更新・変更認定を受け

　　　　　　

た者のほか、事業対象者として継続している者及び事業対象者から介護予防・生

　　　　　　

活支援サービス事業の対象外となった者の数も含む。

（参考）

　　　　　　　　

現在の状態
要支埋ク 要支援１ 事業対象者 事業対象外（※）

死
の
状
態

要支援２ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

要支援１

　　　　　　　　　　　　　　

Ｌ

　　　　　　

▲

Ａ Ａ Ｂ

事業対象者 Ａ Ｂ

※

３

　

なお、 緩和した基準によるサ『ビス （訪問型サービスＡ、 通所型サービスＡ） については、

市町村の定める取扱いにより、市町村へ届け出る。

担当：老健局振興課地域包括ケア推進係（内線３９８２・３９８６）

　

担当：老健局老人保健課介護予防係（内線３９４６・３９４７）



問３

　

介護予防事業（一次予防事業、二次予防事業）は廃止され、一般介護予防事業と介護予

　

防・生活支援サービス事業に再編されたが、新しい事業の関係性と実施にあたっての留意

点について説明されたい。

（答）

介護予防・日常生活支援総合事業は、一般介護予防事業において、住民自身が運営する体操

の集いなどの活動を地域に展開し、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に

拡大していくような地域づくりを推進していくことを基本としつつ、高リスクな高齢者に対し

ては個別の必要性に応じて介護予防・日常生活支援サービス事業を組み合わせて実施すること

　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
ができるようにしたものである。

　

すなわち、 これからの介護予防におけるハイリスク・アプローチ｛鵡到虫で実施するのではな

く、 ポピュレーション・アプローチと組み合わせて一連のものとして実施することによって効

果的なものとなる。

　

特に、 訪問型・通所型サービスＣ （短期集中予防サ÷ビス） については、 生活行為向上リハ

ビリテーションの考え方と同様に、 居宅訪問による生活行為課題のアセスメント、 興味・関心－－

チェックシートなどを活用した利用者本人の意欲把握と動機付け、サービス終了後の社会参加

を見据えた保健・医療専門職によって提供される介護予防サービスを、一般介護予防事業と組

み合わせて実施することが推奨される。

　

介護予防・生活支援サービス事業については、貴自治体におけるこれまでの二次予防事業の

実績と問題点を総括した上で、住民主体の介護予防活動を進めつつ、地域の実情に応じてバラ

ンスよく展開されたい。

担当：老健局老人保健課介護予防係（内線３９４６・３９４７）


